
 

○令和８年４月より適用する「土地改良事業等請負工事積算基準」等に係る取扱いに

ついて 

 

 

令和８年３月 27日 ７農振第 3134号 

農村振興局整備部設計課長から各地方農政局農村振興部長宛て 

 

 

令和８年４月から適用する「土地改良事業等請負工事積算基準」等に係る取

扱いについて 

 

 

令和８年４月１日から適用する各種積算基準の取扱いについて、下記のとおり定めた

ので、遺漏なきよう措置されたい。 

この取扱いについて、貴局管内の県に対しては、貴職から参考までに送付するととも

に、関係市町村等に対する送付の依頼をされたい。 

 

記 

 

１ 対象となる積算基準 

本取扱いは、次に掲げる積算基準（以下「新積算基準」という。）を対象とする。 

 

（１）令和８年度から適用する土地改良事業等に関する積算基準類の改正について（令

和８年３月 27日付け７農振第 3131号農村振興局長通知） 

ア 土地改良事業等請負工事積算基準の制定について 

（平成 13年３月 22日 12農振第 1680号農村振興局長通知） 

イ 土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準について 

（平成 13年３月 22日 12農振第 1680号農村振興局長通知） 

ウ 土地改良事業等請負工事標準歩掛について 

   （昭和 58年２月 28日付け 58構改Ｄ第 148号構造改善局長通知） 

エ 土地改良事業等請負工事機械経費算定基準について 

   （昭和 58年２月 28日付け 58構改Ｄ第 147号構造改善局長通知） 

オ 土地改良事業等請負工事仮設材経費算定基準について 

   （平成 13年３月 22日付け 12農振第 1683号農村振興局長通知） 

カ 地質、土質調査業務の価格積算基準の制定について 

   （平成５年３月 25日付け５構改Ｄ第 156号農村振興局長通知） 

キ 地質、土質調査業務市場単価について 

   （平成 15年３月 28日付け 14農振第 2703号農村振興局長通知） 

ク 測量業務の価格積算基準について 

   （平成５年３月 25日付け５構改第 115号構造改善局長通知）   

ケ 測量業務標準歩掛について 

   （平成 13年３月 29日付け 12農振第 1973号農村振興局長通知） 

コ 設計業務の価格積算基準に制定について 

   （平成５年３月 25日付け５構改Ｄ第 157号農村振興局長通知） 



 

サ 設計業務標準歩掛について 

   （平成 13年３月 29日付け 12農振第 1974号農村振興局長通知） 

シ 現場技術業務の実施要領等について 

   （平成 14年２月６日付け 13農振第 2788号農村振興局長通知） 

ス 記録映像制作業務の価格積算基準の制定について 

   （平成 16年３月 29日付け 15農振第 2811号農村振興局長通知） 

セ 測量業務等の機械経費について 

   （平成 13年３月 29日付け 12農振第 1975号農村振興局長通知） 

ソ 調査・測量・設計業務共通仕様書について 

   （平成６年３月 31日付け６構改Ｄ第 162号構造改善局長通知） 

タ 土地改良事業等請負工事積算基準（施設機械）の制定について 

   （平成 12年３月 24日付け 12構改Ｄ第 238号構造改善局長通知） 

チ 土地改良事業等請負工事標準歩掛（施設機械）について 

   （平成 12年３月 24日付け 12構改Ｄ第 239号構造改善局長通知） 

ツ 施設機械設備点検・整備積算基準の制定について 

   （平成 26年３月 24日付け 25農振第 2140号農村振興局長通知）） 

 

（２）令和８年度から適用する土地改良事業等に関する積算基準類に係る運用等の改正

について（令和８年３月 27日付け７農振第 3132号農村振興局整備部長通知） 

ア 土地改良事業等請負工事の積算参考歩掛について 

   （平成 15年３月 28日付け 14農振第 2694号農村振興局整備部長通知） 

 イ 土地改良事業等請負工事積算基準等の運用について 

   （平成 13年３月 22日付け 12農振第 1686号農村振興局整備部長通知） 

 ウ 施工パッケージ型積算方式の試行について 

   （平成 28年３月 29日付け 27農振第 2234号農村振興局整備部長通知） 

 エ 施工パッケージ型積算方式の試行に係る標準単価について 

   （平成 28年３月 29日付け 27農振第 2235号農村振興局整備部長通知） 

オ ダム工事積算指針の制定について 

（平成 16 年３月 30 日付け 15 農振第 2822 号農村振興局整備部長通知） 

 カ 良質構造物設計施工技術検討業務実施要領の制定について 

   （平成 18年３月 30日付け 17農振第 2202号農村振興局整備部長通知） 

 キ 設計業務等の積算参考歩掛について 

   （平成 13年３月 29日付け 12農振第 1977号農村振興局整備部長通知） 

 ク 機能診断業務の積算参考歩掛について 

   （平成 21年３月 31日付け 20農振第 2290号農村振興局整備部長通知） 

 ケ 設計業務等の価格積算基準等の留意事項について 

   （平成 13年３月 29日付け 12農振第 1978号農村振興局整備部長通知） 

 コ 設計業務管理の手引書について 

   （平成 15年３月 28日付け 14農振第 2711号農村振興局整備部長通知） 

 サ 土地改良事業等請負工事積算基準（施設機械）等の運用について 

   （平成 14年３月 27日付け 13農振第 3636号農村振興局整備部長通知） 

 シ 土地改良事業等請負工事積算基準及び標準歩掛等の参考資料（施設機械） 

   について 



 

   （平成 26年３月 24日付け 25農振第 2138号農村振興局整備部長通知） 

ス 施工パッケージ型積算方式（施設機械）の試行について 

（平成 30年３月 29日付け 29農振第 2231号農村振興局整備部長通知） 

 セ 電気通信設備点検業務積算基準等（参考資料）について 

   （平成 26年３月 24日付け 25農振第 2144号農村振興局整備部長通知） 

ソ 機能診断業務（施設機械）の積算参考歩掛について 

（平成 24年３月 20日付け 23農振第 2864号農村振興整備部長通知） 

タ 設計業務の価格積算基準の制定について（施設機械） 

（平成 5年 3月 25日 5構改Ｄ第 157号構造改善局長通知） 

 

（３）令和８年度から適用する土地改良事業等に関する積算基準に係る通知の改正につ

いて（令和８年３月 27日付け７農振第 3133号農村振興局整備部設計課長通知） 

 ア 工事における現場環境改善費の積算要領について 

（令和２年４月１日付け元農振第 3705 号農林水産省農村振興局整備部設計課長

通知） 

 イ １日未満で完了する作業の積算について 

   （令和３年３月 31日付け２農振第 3801号農林水産省農村振興局整備部設計課長

通知） 

ウ 快適トイレの導入に関する試行について 

（令和３年３月 31日付け２農振第 3801号農林水産省農村振興局整備部設計課長

通知） 

 

（４）土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領の一部改正について 

   （令和８年３月 26日付け７農振第 3085号農村振興局長通知） 

 

２ 新積算基準の取扱いについて 

入札書の提出期限の日が令和８年３月１日以降の工事及び業務（以下「工事等」と

いう。）については、新積算基準に関する周知期間、積算システムへの反映の期間等

を考慮し、以下の措置を講じる。 

 

（１）措置の内容 

ア 工事等の発注者又は受注者は、令和８年４月１日以降、「工事の請負契約に係

る契約書について」（平成７年 10 月 24 日付け７経第 1492 号農林水産事務次官

通知）別紙工事請負契約書第 62 条の規定及び「建設工事に係る設計等業務の請

負契約書について」（平成８年２月 23 日付け８経第 263 号農林水産事務次官依

命通知）別紙業務請負契約書第 58 条の規定に基づき、次の方式により算出され

た請負代金額に変更する協議を行うことができるものとする。 

 

変更後の請負代金額＝Ｐ新×ｋ 

 

この式において、「Ｐ新」及び「ｋ」は、それぞれ以下を表すものとする。 

Ｐ新：新積算基準により積算された予定価格に相当する額

（単価は入札書の受付開始の日のもの） 



 

ｋ：当初契約の落札率 

 

イ 工事において当該変更を行う場合、総価契約単価合意方式（包括的単価個別合

意方式）の単価合意は、変更後の請負代金額について行うものとする。 

 

（２）その他 

 入札説明書等において本取扱いについて明示するものとする。なお、既に入札公

告を行っている場合にも、同様に入札説明書等を修正するものとする。 

落札者決定通知後の工事等にあっては、落札者に対し本特例措置に基づく対応が

可能となる場合があることを説明した上で契約を締結するものとする。また、契約

締結後の工事等にあっては、受注者に対し本特例措置に基づく対応が可能となる場

合があることを説明するものとする。 

 

（工事記載例） 

○工事概要 

（○）本工事は、令和７年度積算基準に基づくものであるが、令和８年３月に令和

８年度の各種積算基準が通知されたことを踏まえ、次のとおり措置を講じる。 

ア 本工事の発注者又は受注者は、令和８年４月１日以降、工事請負契約書第

62条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額に変更する協議

を行うことができるものとする。 

変更後の請負代金額＝Ｐ新×ｋ 

 

この式において、「Ｐ新」及び「ｋ」は、それぞれ以下を表すものとする。 

Ｐ新：新積算基準等により積算された予定価格（単価は入札書の受付開始

の日のもの） 

ｋ：当初契約の落札率 

 

イ 工事において当該変更を行う場合、総価契約単価合意方式（包括的単価個

別合意方式）の単価合意は、変更後の請負代金額について行うものとする。 

 

 

（業務記載例） 

○業務概要 

（○）本業務は、令和７年度積算基準に基づくものであるが、令和８年３月に令和

８年度の各種積算基準が通知されたことを踏まえ、次のとおり措置を講じる。 

ア 本業務の発注者又は受注者は、令和８年４月１日以降、業務請負契約書第

58条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額に変更する協議

を行うことができるものとする。 

変更後の請負代金額＝Ｐ新×ｋ 

 

この式において、「Ｐ新」及び「ｋ」は、それぞれ以下を表すものとする。 

Ｐ新 ：新積算基準等により積算された予定価格（単価は入札書の受付開始

の日のもの） 

ｋ ：当初契約の落札率 

 


